
�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言席席席席席席席席席席席席席席席席席席席席席席
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1
�
は
じ
め
に

税
理
士
は
納
税
義
務
者
の
信

頼
に
こ
た
え
、
納
税
義
務
の
適

正
な
実
現
を
図
る
こ
と
を
使
命

と
し
て
い
る
（
税
理
士
法
第
1

条
）。
納
税
義
務
の
適
正
な
実

現
の
た
め
に
は
正
し
い
納
税
意

識
の
醸
成
が
必
要
不
可
欠
で
あ

る
が
、
納
税
義
務
者
の
税
に
対

す
る
印
象
は
平
成
29
年
度
東
京

都
税
制
調
査
会
第
1
回
小
委
員

会
資
料
に
よ
る
と「
義
務（
71
・

5
％
）、負
担
感（
61
・
5
％
）、

強
制
的
な
も
の（
41
・
5
％
）」

（「
租
税
に
対
す
る
国
民
意
識
と

税
へ
の
理
解
調
査
」）
1
で
あ

り
、
痛
税
感
を
伴
う
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
租
税
の
実
質
負
担

率
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
49
・
9

％
に
対
し
て
日
本
は
24
・
1
％

と
か
な
り
低
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
日
本
で
は
痛
税
感
を
持
つ

―
い
わ
ゆ
る
租
税
抵
抗
が
強
い

人
の
割
合
が
大
き
く
な
っ
て
い

る
。本

稿
で
は
、
何
故
、
日
本
で

は
多
く
の
人
が
納
税
に
対
し
て

痛
税
感
を
持
つ
の
か
、
正
し
い

納
税
意
識
を
醸
成
す
る
た
め
に

税
理
士
が
で
き
る
こ
と
は
何
か

と
い
う
こ
と
を
考
察
し
て
い
き

た
い
。

2
�
問
題
点
の
整
理

私
は
、
日
本
で
多
く
の
人
が

納
税
に
対
し
て
痛
税
感
を
持
つ

理
由
を
以
下
の
よ
う
に
考
え

る
。

⑴
給
与
所
得
課
税
に
対
す
る
不

公
平
感

日
本
で
は
給
与
所
得
者
が
多

い
。
日
本
の
給
与
所
得
者
は

5
、
9
1
1
万
人
（
平
成
30
年

分
民
間
給
与
実
態
統
計
調
査
）

で
あ
り
、
税
理
士
の
主
た
る
顧

問
先
で
あ
る
中
小
企
業
の
社
長

も
当
然
こ
の
5
、
9
1
1
万
人

に
含
ま
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

事
業
所
得
者
は
3
7
3
万
人

（
国
税
庁
平
成
30
年
分
確
定
申

告
状
況
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
給

与
所
得
者
の
課
税
に
対
す
る
不

公
平
感
が
国
民
全
体
の
納
税
意

識
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と

思
う
。

こ
れ
を
如
実
に
表
し
た
裁
判

が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
大
島
訴
訟

（
最
高
裁
（
大
法
廷
）、
昭
和

60
年
3
月
27
日
判
決
、昭
55（
行

ツ
）
第
15
号
、
所
得
税
決
定
処

分
取
消
請
求
上
告
事
件
（
上
告

棄
却
））2
で
あ
る
。こ
の
裁
判

か
ら
給
与
所
得
課
税
に
対
す
る

問
題
点
を
考
え
て
み
よ
う
。

イ
�
事
件
の
概
要

Ｄ
大
学
教
授
Ｘ
は
、
給
与
収

入
と
雑
収
入
が
あ
っ
た
た
め
確

定
申
告
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
申
告
を
行
わ
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
Ｙ
税
務
署
長
は
所

得
税
の
決
定
及
び
無
申
告
加
算

税
の
賦
課
決
定
を
し
た
。
Ｘ
は

こ
れ
ら
の
処
分
の
取
消
し
を
求

め
て
出
訴
し
、
そ
の
処
分
は
憲

法
14
条
1
項（
法
の
下
の
平
等
）

に
違
反
し
て
無
効
で
あ
り
、
従

っ
て
本
件
処
分
も
違
法
で
あ
る

と
主
張
し
た
。

ロ
�
納
税
者
の
主
張

①

事
業
所
得
者
に
実
額
経

費
を
認
め
、
給
与
所
得
者

に
実
額
経
費
を
認
め
て
い

な
い
の
は
憲
法
14
条
違
反

で
あ
る
。

②

給
与
所
得
に
は
源
泉
徴

収
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い

る
た
め
、
給
与
所
得
の
捕

捉
率
が
極
め
て
高
い
。

③

一
部
の
事
業
所
得
や
農

業
所
得
に
合
理
性
の
な
い

概
算
経
費
を
認
め
て
い
る

た
め
、
給
与
所
得
者
が
著

し
く
不
公
平
な
税
負
担
を

負
っ
て
い
る
。

ハ
�
最
高
裁
判
旨
の
ま
と
め

①
に
対
し
て
、「
憲
法
14
条

は
絶
対
的
な
平
等
を
保
障
し
た

も
の
で
は
な
く
、
合
理
的
な
理

由
な
く
差
別
す
る
こ
と
を
禁
止

す
る
趣
旨
で
あ
り
、
そ
の
区
別

が
合
理
性
を
有
す
る
限
り
許
さ

れ
る
」
と
原
審
判
決
の
結
論
を

支
持
し
た
。
②
に
対
し
て
は
、

捕
捉
率
の
差
異
に
つ
い
て
は

「
税
務
行
政
の
適
切
な
執
行
に

よ
り
是
正
さ
れ
る
べ
き
性
質
の

も
の
で
、
較
差
が
正
義
衡
平
の

観
念
に
反
す
る
程
に
著
し
く
、

か
つ
、
そ
れ
が
恒
常
化
し
て
お

り
租
税
法
制
自
体
に
例
外
的
に

基
因
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
で

な
い
限
り
、
違
憲
の
問
題
を
生

じ
な
い
」
と
し
た
。
ま
た
、
③

に
対
し
て
は
、「
仮
に
所
論
の

租
税
優
遇
措
置
が
合
理
性
を
欠

く
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

の
こ
と
は
、
当
該
措
置
自
体
の

有
効
性
に
影
響
を
与
え
る
も
の

に
す
ぎ
ず
、
本
件
課
税
規
定
を

違
憲
無
効
な
ら
し
め
る
も
の
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し

た
。上

記
判
旨
の
と
お
り
、
被
告

（
国
）
側
の
勝
訴
と
な
っ
た

が
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
特
定

支
出
控
除
制
度
が
制
定
さ
れ

た
。
し
か
し
、
平
成
28
年
に
こ

の
特
例
を
適
用
し
た
申
告
者
数

は
1
、5
2
2
人
に
過
ぎ
ず（
内

閣
府
税
制
調
査
会
平
成
29
年
10

月
23
日
会
議

財
務
省
説
明
資

料
23
項
）、
未
だ
に
給
与
所
得

課
税
の
不
公
平
感
は
拭
い
き
れ

て
い
な
い
。

⑵
制
度
の
問
題

給
与
所
得
者
に
お
け
る
源
泉

徴
収
制
度
並
び
に
年
末
調
整
制

度
は
、
税
金
の
納
付
（
徴
収
）

及
び
計
算
を
源
泉
徴
収
義
務
者

が
行
う
こ
と
で
、
納
税
者
の
租

税
に
か
か
わ
る
当
事
者
感
を
希

薄
化
し
て
い
る
。

⑶
教
育
の
問
題

国
民
に
と
っ
て
税
と
は
何

か
？
「
社
会
の
構
成
員
で
あ
る

自
分
を
含
む
皆
の
共
通
目
的
の

た
め
に
使
わ
れ
る
の
が
税
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
国
は
税
を
徴

収
す
る
」
と
い
う
、
こ
の
根
本

的
な
税
に
つ
い
て
の
認
識
不
足

が
痛
税
感
を
生
ん
で
い
る
一
つ

の
要
素
だ
と
思
う
。
ま
た
、
そ

の
教
育
の
た
め
の
時
間
が
ほ
と

ん
ど
割
か
れ
て
い
な
い
の
が
現

状
で
あ
り
、
国
民
全
体
に
広
く

知
ら
し
め
る
た
め
の
租
税
教
育

が
行
き
届
い
て
い
な
い
。

3
�
改
善
策
の
提
言

問
題
点
⑴
に
つ
い
て
は
、
国

民
全
体
に
公
平
な
税
制
の
確

立
、
ト
ウ
ゴ
ー
サ
ン
ピ
ン
や
ク

ロ
ヨ
ン
と
い
わ
れ
る
所
得
の
捕

捉
率
の
是
正
を
望
む
が
、
こ
れ

ら
は
政
策
的
な
問
題
故
、
そ
の

解
決
は
政
府
及
び
立
法
機
関
に

委
ね
た
い
。

問
題
点
⑵
に
つ
い
て
は
、
源

泉
徴
収
制
度
が
納
税
手
続
の
簡

素
化
・
徴
税
コ
ス
ト
の
抑
制
、

税
収
の
平
準
化
な
ど
と
い
う
機

能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
ま

た
、
年
末
調
整
制
度
は
、
納
税

者
で
あ
る
給
与
所
得
者
と
税
務

行
政
当
局
の
い
ず
れ
に
対
し
て

も
、
課
税
手
続
に
伴
う
事
務
負

担
を
最
小
化
す
る
仕
組
み
と
し

て
す
で
に
定
着
し
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
急
激
な
変
化
は
避

け
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
改
善
策
と
し
て
次
の
2

点
を
提
言
し
た
い
。

①
源
泉
徴
収
票
の
フ
ォ
ー
マ
ッ

ト
の
見
直
し

源
泉
徴
収
票
に
は
ど
こ
に
も

「
給
与
収
入
」
と
い
う
記
載
が

な
く
「
支
払
金
額
」
と
あ
り
、

「
納
税
額
」
と
い
う
記
載
も
な

く
「
源
泉
徴
収
税
額
」
と
の
文

言
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
源
泉

徴
収
票
を
発
行
す
る
主
体
が
源

泉
徴
収
義
務
者
で
あ
る
こ
と
か

ら
こ
れ
は
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う

か
、
こ
の
よ
う
な
文
言
を
使
用

す
る
こ
と
に
よ
り
納
税
の
当
事

者
と
し
て
の
感
覚
が
ま
す
ま
す

薄
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
年
末
調
整
後
、
源
泉
徴

収
票
の
交
付
を
受
け
た
際
に
自

分
の
納
税
額
を
計
算
し
、
内
容

を
含
め
て
確
認
で
き
る
給
与
所

得
者
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う

か
。
私
は
こ
の
改
善
の
た
め
、

源
泉
徴
収
票
の
受
給
者
交
付
用

の
部
分
に
つ
い
て
は
確
定
申
告

書
の
縮
小
版
に
変
更
し
て
は
ど

う
か
と
考
え
る
。
ス
ペ
ー
ス
の

問
題
も
あ
ろ
う
が
、
記
載
で
き

る
情
報
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど

申
告
納
税
制
度
に
疑
似
的
に
近

づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
納
税
意

識
が
深
ま
る
の
で
は
な
い
か
。

②
月
額
源
泉
徴
収
税
額
の
見
直

し現
在
、
源
泉
徴
収
税
額
は
所

得
税
法
1
8
5
条
に
お
い
て
別

表
二
（
源
泉
徴
収
税
額
表
）
に

基
づ
い
て
徴
収
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
に
加
え
て
「
前
年
分

納
税
額
の
十
二
分
の
一
」
と
い

う
項
目
を
設
け
て
は
ど
う
だ
ろ

う
。
年
末
調
整
で
追
加
納
付
税

額
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
源
泉

徴
収
義
務
者
が
「
納
付
書
」
を

渡
し
翌
年
3
月
15
日
ま
で
に
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
す
れ
ば
、
自
ず
か
ら
各
人
の

納
税
額
を
意
識
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
ま
た
還
付
に
お
い
て

も
、
給
与
所
得
者
で
あ
る
納
税

者
の
口
座
に
直
接
振
り
込
ま
れ

る
こ
と
と
す
れ
ば
、
租
税
の
確

定
手
続
き
の
原
則
で
あ
る
申
告

納
税
制
度
の
意
識
付
け
が
望
め

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

問
題
点
⑶
に
つ
い
て
、
現
在

は
低
年
齢
層
の
者
に
対
し
て
の

租
税
教
育
が
活
発
に
取
り
組
ま

れ
て
い
る
が
、
高
齢
者
、
中
小

企
業
の
社
長
、
教
員
な
ど
に
対

す
る
租
税
教
育
に
目
を
向
け
て

み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
確
定
申

告
時
期
に
行
う
無
料
相
談
会
に

お
い
て
租
税
教
室
を
同
時
開
催

す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
正
し
い

納
税
意
識
の
醸
成
に
役
立
つ
の

で
は
な
い
か
。

4
�
お
わ
り
に

〜
税
理
士
一
人
一
人
が
出
来
る
こ
と
〜

上
述
の
と
お
り
、
税
理
士
の

使
命
を
果
た
す
た
め
、
納
税
者

の
意
識
の
高
揚
は
必
要
不
可
欠

な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
制
度
の
問
題
と
教
育
の

問
題
を
あ
げ
た
が
、
制
度
の
問

題
に
対
し
て
は
税
理
士
法
第
49

条
の
11
に
税
務
行
政
や
租
税
制

度
に
つ
い
て
建
議
権
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
税
の
専
門
家
で
あ

り
、
常
に
納
税
者
と
接
し
て
い

る
我
々
税
理
士
が
こ
れ
を
積
極

的
に
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
そ
し
て
教
育
面
と
し
て

は
ま
ず
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
税

と
は
何
か
を
知
っ
て
も
ら
う
の

が
重
要
だ
ろ
う
。
些
細
な
こ
と

で
あ
る
が
、
私
は
顧
問
先
に
納

税
額
を
伝
え
る
際
に
、「
税
額
が

高
い
」
と
嘆
く
相
手
に
は
小
学

生
の
年
間
教
育
費
が
約
90
万
円

か
か
る
こ
と
を
例
と
し
て
伝

え
、
そ
の
税
が
社
会
に
生
か
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
に
加
え

て
い
る
。
税
理
士
会
の
租
税
教

育
や
広
報
活
動
に
の
み
頼
る
の

で
は
な
く
、
税
理
士
一
人
一
人

が
顧
問
先
と
向
き
合
う
際
に
、

租
税
の
意
義
・
役
割
や
税
の
集

め
方
・
使
わ
れ
方
、
そ
し
て
も

ち
ろ
ん
税
法
に
つ
い
て
の
適
切

な
広
報
を
行
っ
て
い
く
こ
と
も

将
来
的
に
納
税
意
識
を
高
め
、

申
告
納
税
制
度
の
発
展
に
寄
与

し
、
税
理
士
そ
の
も
の
の
地
位

向
上
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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税に関する意識調査の結果概要（出典：東京都税制調査会 平成29年度 第1回小委員会 資料）

（注1）財務省「国民負担率（対国民所得）の国際比較」より引用。 （注2）図表2（本文ｐ．6）より、結果の概数を記載。
（注3）Recep Tekeli“The Determinants of Tax Morale：the Effects of Cultural Differences and Politics”より引用。
（注4）意識調査の結果は、それぞれの国で実施された既存の調査からの抜粋であるため、調査項目は同一ではない。

工藤 学
【練馬東】

オーストラリア

38．6％

63％程度

63．9％

（データなし）

・回答者の60％が現在の
税制は比較的公平だと考
えている。
・過半数の回答者が、減
税よりもサービスの充実
による生活水準の向上を
望んでいる。

・過半数が税務局を高潔
で信頼できると考えてい
る。
・回答者の74％の納税者
が税務局のサービスに満
足している。

オーストラリア税務局の調査
オーストラリア・ナショナル大学の調査
The Australia Institute調査

ドイツ

30．4％

50％程度

56．6％

・脱税行為を不正だと思
う人の割合は82％であ
り、過去2回の調査と比
べて向上している。

・「税負担が高すぎる」と
回答した人が85％（2014
年）であり、過去の調査
と比較して高水準。

・回答者の95％が国が税
を浪費している、あるい
は使途が不適当であると
考えている。

ドイツ納税者協会委託調
査

スウェーデン

49．9％

55％程度

53．5％

（データなし）

・自国の税制について好
意的に考える人の割合は
増加傾向にあり、2012年
時点で40％となってい
る。

・59の省庁及び企業への
信頼度に関する調査で、
国税庁は7位であり、省
庁の中ではトップクラス
にランキングされてい
る。
・回答者の95％以上が国
税庁の接遇が良いと回
答。

スウェーデン国税庁の調査
民間調査会社TNS Sifoの
調査

米国（NY）

24．2％

57％程度

63．8％

・回答者の94％が「納税
は市民の義務である」に
同意し、86％が「所得税
をごまかす行為は許せな
い」と回答している。

・回答者の53％が国の関
与を減らして減税すべき
としている。

・回答者の61％が「IRSが納
税義務の理解を促進してい
る」と回答している。
・18から24歳の回答者の73％
は「IRSが公平に税法を施行
する」と信じており、65歳以上
の回答者は56％にとどまる。
・回答者の74％が電話または
窓口サービスに満足してい
る。

IRS監視委員会の調査
ギャロップ社調査

日本

24．1％

62％程度

82．9％

・税に対する印象とし
て、71．5％が国民の義務
と回答している。

・税に対する印象とし
て、義務（71．5％）、負担
感（61．5％）、強制的な
もの（41．5％）と、義務
的に徴収されるものであ
るという意識を強く持っ
ている。
・東京都のアンケートで
は、回答者の60％以上が
官公庁からの情報発信が
不十分であるとしてお
り、情報提供の充実を求
めている。
・税務署での面接相談
に91．5％の来署納税者が
良い・やや良いと評価し
ている。

国税庁の実績評価
東京都の調査

租税負担率（注1）
（国民所得比、2013年）

中間層の痛税感（注2）
（中間層の税負担に関する意
識調査で「あまりに高すぎ
る」「高すぎる」と回答した
割合、2006年）

租税意識
（Tax Moral）（注3）

コンプラ
イアンス

納得感

行政庁へ
の信頼

出典

税に対する
意識調査の
結果（注4）

租
税
に
対
す
る
国
民
意
識
（
痛
税
感
）
に

つ
い
て
考
え
ら
れ
る
問
題
点
と
解
決
策
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